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様式第１号（第２条関係）

個人情報取扱事務登録簿

所 管 所 属 主 管 所 属

個人情報取扱事務の名称 個 人 情 報 の 項 目 名 事務開始年月日

基本的事項 心身の状況 思想･信条等 家庭生活 社会生活 資産･収入 その他の事項 備 考番号 個人情報取扱事務の目的 処理形態 個人情報の 個人情報の目的外

主な収集先 利用・提供の有無個人情報の対象者の類型

□識別番号 □健康･病歴 □思想･信条及び宗教 □親族関係 □職業･職歴 □資産状況 □趣味 □手作業処理 □本人 □無 年 月 日

□氏名 □障害 □人種及び民族 □婚姻歴 □学業･学歴 □収入状況 □ □電子計算機処理 □本人以外 □有

□性別 □身体状況 □犯罪歴 □家族状況 □資格 □納税状況 □ (条例第 条第 項 (条例第 条第 項

□ □ □ □居住状況 □賞罰 □公的扶助 □ ※電子計算組織の 第 号該当) 第 号該当)生年月日･年齢 社会的差別の原因となる社会的身分

□住所 □ ※収集する理由 □ □成績･評価 □取引状況 □ 結合による提供 □他の実施機関 □実施機関内

□電話番号 □ (根拠法令等) □ □地位 □ □ □有 □他の官公庁 □他の実施機関

□本籍･国籍 □ □ □ □ □ □無 □民間･私人 □他の官公庁

□ □民間･私人

□実施機関内での利用 □

□識別番号 □健康･病歴 □思想･信条及び宗教 □親族関係 □職業･職歴 □資産状況 □趣味 □手作業処理 □本人 □無 年 月 日

□氏名 □障害 □人種及び民族 □婚姻歴 □学業･学歴 □収入状況 □ □電子計算機処理 □本人以外 □有

□性別 □身体状況 □犯罪歴 □家族状況 □資格 □納税状況 □ (条例第 条第 項 (条例第 条第 項

□ □ □ □居住状況 □賞罰 □公的扶助 □ ※電子計算組織の 第 号該当) 第 号該当)生年月日･年齢 社会的差別の原因となる社会的身分

□住所 □ ※収集する理由 □ □成績･評価 □取引状況 □ 結合による提供 □他の実施機関 □実施機関内

□電話番号 □ (根拠法令等) □ □地位 □ □ □有 □他の官公庁 □他の実施機関

□本籍･国籍 □ □ □ □ □ □無 □民間･私人 □他の官公庁

□ □民間･私人

□実施機関内での利用 □

□識別番号 □健康･病歴 □思想･信条及び宗教 □親族関係 □職業･職歴 □資産状況 □趣味 □手作業処理 □本人 □無 年 月 日

□氏名 □障害 □人種及び民族 □婚姻歴 □学業･学歴 □収入状況 □ □電子計算機処理 □本人以外 □有

□性別 □身体状況 □犯罪歴 □家族状況 □資格 □納税状況 □ (条例第 条第 項 (条例第 条第 項

□ □ □ □居住状況 □賞罰 □公的扶助 □ ※電子計算組織の 第 号該当) 第 号該当)生年月日･年齢 社会的差別の原因となる社会的身分

□住所 □ ※収集する理由 □ □成績･評価 □取引状況 □ 結合による提供 □他の実施機関 □実施機関内

□電話番号 □ (根拠法令等) □ □地位 □ □ □有 □他の官公庁 □他の実施機関

□本籍･国籍 □ □ □ □ □ □無 □民間･私人 □他の官公庁

□ □民間･私人

□実施機関内での利用 □

□識別番号 □健康･病歴 □思想･信条及び宗教 □親族関係 □職業･職歴 □資産状況 □趣味 □手作業処理 □本人 □無 年 月 日

□氏名 □障害 □人種及び民族 □婚姻歴 □学業･学歴 □収入状況 □ □電子計算機処理 □本人以外 □有

□性別 □身体状況 □犯罪歴 □家族状況 □資格 □納税状況 □ (条例第 条第 項 (条例第 条第 項

□ □ □ □居住状況 □賞罰 □公的扶助 □ ※電子計算組織の 第 号該当) 第 号該当)生年月日･年齢 社会的差別の原因となる社会的身分

□住所 □ ※収集する理由 □ □成績･評価 □取引状況 □ 結合による提供 □他の実施機関 □実施機関内

□電話番号 □ (根拠法令等) □ □地位 □ □ □有 □他の官公庁 □他の実施機関

□本籍･国籍 □ □ □ □ □ □無 □民間･私人 □他の官公庁

□ □民間･私人

□実施機関内での利用 □
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様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

（
表
）

個
人
情
報
開
示
請
求
書

個
人
情
報
開
示
請
求
書

個
人
情
報
開
示
請
求
書

個
人
情
報
開
示
請
求
書

福
岡
県
公
安
委
員
会

殿
年

月
日

郵
便
番
号

（
請
求
者
）
住

所
フ
リ
ガ
ナ

氏
名

電
話
番
号
（

）
―

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
個
人
情
報
の
開
示
を
請
求
し
ま
す
。

請
求
す
る
個
人
情
報
の
内
容

請
求
す
る
個
人
情
報
の
内
容

が
特
定
で
き
る
よ
う
、
開
示
請

求
に
係
る
個
人
情
報
が
記
録
さ

れ
て
い
る
公
文
書
の
名
称
、
内

容
等
を
で
き
る
だ
け
具
体
的

に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

求
め
る
開
示
の
方
法

□
閲
覧

□
視
聴
取

□
写
し
の
交
付
（
□
郵
送
希
望

）

状
況

□
未
成
年
者
（

年
月

日
生
）
□
成
年
被
後
見
人

法
定
代
理
人
が
開
示
請
求
す

る
場
合
に
お
け
る
本
人
の
状

氏
名

況
等

住
所

注
１

□
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
□
に
レ
印
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

２
請
求
の
際
は
、
本
人
で
あ
る
こ
と
（
又
は
法
定
代
理
人
自
身
で
あ
る
こ
と
）
を
確
認
す
る
た
め

に
必
要
な
書
類
（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康
保
険
証
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
等
）
の
提
出
又

は
提
示
が
必
要
で
す
。

３
法
定
代
理
人
に
よ
る
請
求
の
場
合
は
、
２
の
書
類
の
ほ
か
戸
籍
抄
本
等
本
人
と
の
関
係
を
証
明

す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
の
提
出
又
は
提
示
が
必
要
で
す
。

※
事
務
担
当
課
等
記
入
欄

事
務
担
当
課
等

（
所
属
・
係
）

(
)運
転
免
許
証

(
)旅
券

(
)健
康
保
険
の
被
保
険
者
証

請
求
者
本
人
確
認
欄

1
2

3
(
)住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

(
)そ
の
他
（

）
4

5

法
定
代
理
人
資
格
確
認
欄

(
)戸
籍
抄
本

(
)そ
の
他
（

）
1

2

受
理
年
月
日

受
理
窓
口

受
理
番
号

受
理
年
月
日
等

年
月

日

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

	


�

�

�
�

�

�



（
裏
）

書
類
の
送
付
先
（
請
求
者
欄
の
住
所
と
異
な
る
場
合
の
み
記
載
）

郵
便
番
号

送
付
先

電
話
番
号
（

）
―

書
類
の
送
付
先
が
、
請
求
者
欄
の
住
所
又
は
本
人
確
認
の
た
め
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
住
所
と
異
な

る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
記
入
し
、
当
該
理
由
を
証
明
す
る
書
類
（
例
え
ば
入
院
先
の
病
院
長
の
証
明

等
）
を
提
出
又
は
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

（
理
由
）

郵
送
に
よ
り
開
示
請
求
を
す
る
場
合

１
本
人
で
あ
る
こ
と
（
又
は
法
定
代
理
人
自
身
で
あ
る
こ
と
）
を
確
認
す
る
た
め
に
次
に
掲
げ
る
書
類

の
い
ず
れ
か
を
添
付
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
（
該
当
部
分
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
他
法
令
の

。

規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
類
に
○
を
さ
れ
た
場
合
は
、
括
弧
の
中
に
具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ

い
）。

法
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
類
の
写
し

・
運
転
免
許
証

・
旅
券

・
健
康
保
険
証

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

・
そ
の
他
法
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
類
（

）

の
書
類
が
提
出
で
き
な
い
場
合
の
書
類
（
例
え
ば
会
社
、
学
校
等
が
発
行
す
る
身
分
証
明
書
の

写
し
等
、
括
弧
の
中
に
具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
）。

（
）

２
法
定
代
理
人
に
よ
る
請
求
の
場
合
は
、
１
の
書
類
の
ほ
か
戸
籍
抄
本
等
本
人
と
の
関
係
を
証
明
す
る

た
め
に
必
要
な
書
類
の
提
出
が
必
要
で
す
。

３
郵
送
料
金
及
び
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
は
、
請
求
者
負
担
と
な
り
ま
す
。
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様
式
第
３
号
（
第
５
条
関
係
） 個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書

個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書

個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書

個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書

福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

年
月

日
付
け
で
開
示
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人
情
報

保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
１
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
個

人
情
報
の
全
部
を
開
示
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

午
前

日
時

年
月

日
時

分
個
人
情
報
の
開
示
を
実
施
す
る

午
後

日
時
及
び
場
所

場
所

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

注
１

個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
る
際
に
は
、
①
こ
の
通
知
書
と
②
開
示
請
求
を
し
た
本
人
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
を
係
員
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

２
指
定
さ
れ
た
日
時
に
来
ら
れ
な
い
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
電
話
等
に
よ
り
事
務
担
当

課
等
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

３
条
例
第
２
２
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
９
０
日
を
経
過
す
る
と

開
示
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
（
正
当
な
理
由
が
あ
る
場

合
を
除
き
ま
す

。
。）

（
）
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４
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様
式
第
４
号
（
第
５
条
関
係
）

個
人
情
報
部
分
開
示
決
定
通
知
書

個
人
情
報
部
分
開
示
決
定
通
知
書

個
人
情
報
部
分
開
示
決
定
通
知
書

個
人
情
報
部
分
開
示
決
定
通
知
書

福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

年
月

日
付
け
で
開
示
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人
情
報

保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
１
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
個

人
情
報
の
一
部
を
開
示
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

午
前

個
人
情
報
の
開
示
を
実
施
す
る

日
時

年
月

日
時

分
日
時
及
び
場
所

午
後

場
所

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
１
４
条
第
１
項
第

号
に
該
当

該
当
号

説
明

開
示
し
な
い
部
分
及
び
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
０
日
以
内
に
、
福
岡
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
福
岡
県
を
被
告
と
し
て
（
代
表

者
は
福
岡
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す
。
）
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。 な
お
、
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
異
議
申
立
て
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
異
議
申
立
て
に
対

す
る
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

注
１

個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
る
際
に
は
、
①
こ
の
通
知
書
と
②
開
示
請
求
を
し
た
本
人
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
を
係
員
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

２
指
定
さ
れ
た
日
時
に
来
ら
れ
な
い
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
電
話
等
に
よ
り
事
務
担
当

課
等
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

３
条
例
第
２
２
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
９
０
日
を
経
過
す
る
と

開
示
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
（
正
当
な
理
由
が
あ
る
場

合
を
除
き
ま
す

。
。）

（
）
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４
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様
式
第
５
号
（
第
５
条
関
係
）

個
人
情
報
不
開
示
決
定
通
知
書

個
人
情
報
不
開
示
決
定
通
知
書

個
人
情
報
不
開
示
決
定
通
知
書

個
人
情
報
不
開
示
決
定
通
知
書

福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

年
月

日
付
け
で
開
示
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人
情
報

保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
１
７
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
個

人
情
報
の
全
部
を
開
示
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
１
４
条
第
１
項
第

号
に
該
当

該
当
号

説
明

開
示
し
な
い
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
０
日
以
内
に
、
福
岡
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
福
岡
県
を
被
告
と
し
て
（
代
表

者
は
福
岡
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す
。
）
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。 な
お
、
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
異
議
申
立
て
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
異
議
申
立
て
に
対

す
る
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

（
Ａ
４
）
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様
式
第
６
号
（
第
６
条
関
係
）

開
示
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

開
示
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

開
示
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

開
示
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

年
月

日
付
け
で
開
示
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人
情
報

保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
１
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
開

示
決
定
等
の
期
間
を
延
長
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

年
月

日
か
ら

延
長
前
の
決
定
期
間

年
月

日
ま
で

延
長
後
の
決
定
期
間

年
月

日
ま
で

延
長
の
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

（
）

Ａ
４
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様
式
第
７
号
（
第
７
条
関
係
）

開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

年
月

日
付
け
で
開
示
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人
情
報

保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
１
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
開
示
決
定

等
の
期
間
を
延
長
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

年
月

日
か
ら

延
長
前
の
決
定
期
間

年
月

日
ま
で

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

う
ち
の
相
当
の
部
分
に
つ
い
て

年
月

日
ま
で

開
示
決
定
等
を
す
る
期
間

残
り
の
個
人
情
報
に
つ
い
て
開

年
月

日
示
決
定
等
を
す
る
期
限

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第

１
９
条
を
適
用
す
る
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

（
）
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４
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様
式
第
８
号
（
第
８
条
関
係
） 開
示
請
求
事
案
移
送
通
知
書

開
示
請
求
事
案
移
送
通
知
書

開
示
請
求
事
案
移
送
通
知
書

開
示
請
求
事
案
移
送
通
知
書

福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

年
月

日
付
け
で
あ
っ
た
開
示
請
求
に
つ
い
て
、
福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平

成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
案
を
移
送
し
た

の
で
通
知
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

（
所
属
・
係
）

移
送
を
し
た
実
施
機
関
の
事
務

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）
担
当
課
等

実
施
機
関

移
送
を
受
け
た
実
施
機
関
及
び

事
務
担
当
課
等

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

移
送
し
た
日

年
月

日

移
送
し
た
理
由

備
考

注
本
件
開
示
請
求
に
係
る
開
示
決
定
等
そ
の
他
移
送
日
以
後
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
移
送
を
受
け
た
実

施
機
関
が
行
い
ま
す
。

（
）

Ａ
４
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様
式
第
９
号
（
第
９
条
関
係
）

意
見

照
会

書
意

見
照

会
書

意
見

照
会

書
意

見
照

会
書

福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
、
あ

な
た
（
貴
団
体
）
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
開
示
請
求
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
当

該
個
人
情
報
に
つ
い
て
開
示
決
定
等
を
行
う
際
の
参
考
と
す
る
た
め
、
同
条
例
第
２
１
条
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
御
意
見
を
伺
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

つ
き
ま
し
て
は
、
当
該
個
人
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
に
つ
き
御
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
別
紙
「
開
示
決

定
等
に
係
る
意
見
書
」
を
御
提
出
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
に

含
ま
れ
て
い
る
あ
な
た
（
貴
団

体
）
に
関
す
る
情
報
の
内
容

開
示
請
求
の
年
月
日

年
月

日

所
在
地
（
〒

）

意
見
書
の
提
出
先

名
称
（
所
属
・
係
）

（
事
務
担
当
課
等
）

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

意
見
書
の
提
出
期
限

年
月

日

備
考

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�
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�
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�
�

�

�
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別
紙

開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

年
月

日
福
岡
県
公
安
委
員
会

殿

住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

（
〒

）

氏
名
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号
（

）
―

連
絡
先
又
は
連
絡
担
当
者

年
月

日
付
け

第
号
で
照
会
の
あ
っ
た
件
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
意
見
を
提
出
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
に

含
ま
れ
て
い
る
あ
な
た
（
貴
団

体
）
に
関
す
る
情
報
の
内
容

上
記
の
あ
な
た
（
貴
団
体
）
に

関
す
る
情
報
の
開
示
に
反
対
す

る
意
思
の
有
無

１
有

２
無

該
当
す
る
番
号
を
○
で

囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
（
貴
団
体
）
に
関
す
る

情
報
の
開
示
に
よ
る
支
障
（
不

利
益
）
の
具
体
的
内
容

上
記
で
１
を
選
択
し
た

場
合
に
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。

（
）

Ａ
４
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様
式
第
１
０
号
（
第
９
条
関
係
） 意

見
照

会
書

意
見

照
会

書
意

見
照

会
書

意
見

照
会

書
福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
、
あ

な
た
（
貴
団
体
）
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
開
示
請
求
が
あ
り
、
開
示
決
定

を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
同
条
例
第
２
１
条
第
２
項
に
基
づ
き
、
御
意
見
を
伺
い
ま
す
の
で
、
当
該
個
人
情
報

を
開
示
す
る
こ
と
に
つ
い
て
御
意
見
が
あ
る
場
合
は
、
別
紙
「
開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書
」
を
御
提
出

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
に

含
ま
れ
て
い
る
あ
な
た
（
貴
団

体
）
に
関
す
る
情
報
の
内
容

開
示
請
求
の
年
月
日

年
月

日

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第

１
６
条
の
規
定
に
よ
り
開
示
し

よ
う
と
す
る
理
由

所
在
地
（
〒

）
意
見
書
の
提
出
先

（
事
務
担
当
課
等
）

名
称
（
所
属
・
係
）

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

意
見
書
の
提
出
期
限

年
月

日

備
考

（
）
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４
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別
紙

開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

年
月

日
福
岡
県
公
安
委
員
会

殿

住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

（
〒

）

氏
名
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号
（

）
―

連
絡
先
又
は
連
絡
担
当
者

年
月

日
付
け

第
号
で
照
会
の
あ
っ
た
件
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
意
見
を
提
出
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
に

含
ま
れ
て
い
る
あ
な
た
（
貴
団

体
）
に
関
す
る
情
報
の
内
容

上
記
の
あ
な
た
（
貴
団
体
）
に

関
す
る
情
報
の
開
示
に
反
対
す

る
意
思
の
有
無

１
有

２
無

該
当
す
る
番
号
を
○
で

囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
（
貴
団
体
）
に
関
す
る

情
報
の
開
示
に
よ
る
支
障
（
不

利
益
）
の
具
体
的
内
容

上
記
で
１
を
選
択
し
た

場
合
に
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。

（
）

Ａ
４
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様
式
第
１
１
号
（
第
９
条
関
係
） 開
示
決
定
に
係
る
通
知
書

開
示
決
定
に
係
る
通
知
書

開
示
決
定
に
係
る
通
知
書

開
示
決
定
に
係
る
通
知
書

福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

年
月

日
付
け
で
あ
な
た
（
貴
団
体
）
か
ら
「
開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書
」
の
提

出
が
あ
り
ま
し
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
開
示
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
の
で
、
福
岡

県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
２
１
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

し
ま
す
。

開
示
決
定
し
た
個
人
情
報
に

含
ま
れ
て
い
る
あ
な
た

貴
（

団
体

に
関
す
る
情
報
の
内

）
容 開
示
決
定
を
し
た
理
由

開
示
を
実
施
す
る
日

年
月

日

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
０
日
以
内
に
、
福
岡
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
）
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４
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様
式
第
１
２
号
（
第
１
４
条
関
係
） 個
人
情
報
訂
正
請
求
書

個
人
情
報
訂
正
請
求
書

個
人
情
報
訂
正
請
求
書

個
人
情
報
訂
正
請
求
書

福
岡
県
公
安
委
員
会

殿
年

月
日

郵
便
番
号

（
請
求
者
）
住

所
フ
リ
ガ
ナ

氏
名

電
話
番
号
（

）
―

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
２
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
個
人
情
報
の
訂
正
を
請
求
し
ま
す
。

訂
正
請
求
に
係
る
個
人
情

報
の
内
容

開
示
を
受
け
た
年
月
日

年
月

日

訂
正
請
求
の
趣
旨
及
び
理

由

状
況

□
未
成
年
者
（

年
月

日
生
）
□
成
年
被
後
見
人

法
定
代
理
人
が
訂
正
請
求

す
る
場
合
に
お
け
る
本
人

氏
名

の
状
況
等

住
所

備
考

注
１

□
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
□
に
レ
印
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

２
訂
正
を
求
め
る
内
容
が
事
実
に
合
致
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
を
提
出
し
、
又
は
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

３
請
求
の
際
は
、
本
人
で
あ
る
こ
と
（
又
は
法
定
代
理
人
自
身
で
あ
る
こ
と
）
を
確
認
す
る
た
め

に
必
要
な
書
類
（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康
保
険
証
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
等
）
の
提
出
又

は
提
示
が
必
要
で
す
。

４
法
定
代
理
人
に
よ
る
請
求
の
場
合
は
、
２
の
書
類
の
ほ
か
戸
籍
抄
本
等
本
人
と
の
関
係
を
証
明

す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
の
提
出
又
は
提
示
が
必
要
で
す
。

５
開
示
の
決
定
を
受
け
た
こ
と
の
確
認
に
必
要
な
場
合
は
、
個
人
情
報
（
部
分
）
開
示
決
定
通
知

書
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

６
条
例
第
２
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
訂
正
請
求
は
、
開
示
を
受
け
た
日
か
ら
９
０
日
を
経

過
す
る
と
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

７
本
件
請
求
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
、
先
の
開
示
請
求
書
記
載
の
書
類
の
送
付
先
に
送
付
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
上
記
備
考
欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
事
務
担
当
課
等
記
入
欄

事
務
担
当
課
等

（
所
属
・
係
）

請
求
者
本
人
確
認
欄

(
)運
転
免
許
証

(
)旅
券

(
)健
康
保
険
の
被
保
険
者
証

1
2

3
(
)住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

(
)そ
の
他
（

）
4

5

法
定
代
理
人
資
格
確
認
欄

(
)戸
籍
抄
本

(
)そ
の
他
（

）
1

2

受
理
年
月
日

受
理
窓
口

受
理
番
号

受
理
年
月
日
等

年
月

日

備
考

（
）

Ａ
４
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様
式
第
１
３
号
（
第
１
６
条
関
係
）

個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書

個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書

個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書

個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書

福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

年
月

日
付
け
で
訂
正
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人
情
報

保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
２
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訂

正
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

訂
正
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

訂
正
の
内
容

訂
正
年
月
日

年
月

日

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
０
日
以
内
に
、
福
岡
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
福
岡
県
を
被
告
と
し
て
（
代
表

者
は
福
岡
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す
。
）
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。 な
お
、
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
異
議
申
立
て
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
異
議
申
立
て
に
対

す
る
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

（
）
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４
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様
式
第
１
４
号
（
第
１
６
条
関
係
）

個
人
情
報
不
訂
正
決
定
通
知
書

個
人
情
報
不
訂
正
決
定
通
知
書

個
人
情
報
不
訂
正
決
定
通
知
書

個
人
情
報
不
訂
正
決
定
通
知
書

福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

年
月

日
付
け
で
訂
正
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人
情
報

保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
２
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訂

正
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

訂
正
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

訂
正
を
し
な
い
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
０
日
以
内
に
、
福
岡
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
福
岡
県
を
被
告
と
し
て
（
代
表

者
は
福
岡
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す
。
）
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。 な
お
、
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
異
議
申
立
て
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
異
議
申
立
て
に
対

す
る
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

（
）
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様
式
第
１
５
号
（
第
１
７
条
関
係
）

訂
正
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

訂
正
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

訂
正
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

訂
正
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

年
月

日
付
け
で
訂
正
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人
情
報

保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訂

正
決
定
等
の
期
間
を
延
長
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

訂
正
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

年
月

日
か
ら

延
長
前
の
決
定
期
間

年
月

日
ま
で

延
長
後
の
決
定
期
間

年
月

日
ま
で

延
長
の
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

	


�

�

�
�

�

��



様
式
第
１
６
号
（
第
１
８
条
関
係
）

訂
正
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

訂
正
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

訂
正
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

訂
正
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

年
月

日
付
け
で
訂
正
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人
情
報

保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
３
１
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訂
正
決
定

等
の
期
間
を
延
長
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

訂
正
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

年
月

日
か
ら

延
長
前
の
決
定
期
間

年
月

日
ま
で

訂
正
決
定
等
を
す
る
期
限

年
月

日

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第

３
１
条
を
適
用
す
る
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

	


�

�

�
�

�

��



様
式
第
１
７
号
（
第
１
９
条
関
係
）

訂
正
請
求
事
案
移
送
通
知
書

訂
正
請
求
事
案
移
送
通
知
書

訂
正
請
求
事
案
移
送
通
知
書

訂
正
請
求
事
案
移
送
通
知
書

福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

年
月

日
付
け
で
あ
っ
た
訂
正
請
求
に
つ
い
て
、
福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平

成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
３
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
案
を
移
送
し
た

の
で
通
知
し
ま
す
。

訂
正
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

（
所
属
・
係
）

移
送
を
し
た
実
施
機
関
の
事
務

担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

実
施
機
関

移
送
を
受
け
た
実
施
機
関
及
び

事
務
担
当
課
等

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

移
送
し
た
日

年
月

日

移
送
し
た
理
由

備
考

注
本
件
訂
正
請
求
に
係
る
訂
正
決
定
等
そ
の
他
移
送
日
以
後
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
移
送
を
受
け
た
実

施
機
関
が
行
い
ま
す
。

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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様
式
第
１
８
号
（
第
２
０
条
関
係
）

個
人
情
報
訂
正
実
施
通
知
書

個
人
情
報
訂
正
実
施
通
知
書

個
人
情
報
訂
正
実
施
通
知
書

個
人
情
報
訂
正
実
施
通
知
書

福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

提
供
し
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）

第
３
３
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訂
正
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

提
供
し
た
個
人
情
報
の
内
容

訂
正
の
内
容

訂
正
年
月
日

年
月

日

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

	


�

�

�
�

�

��



様
式
第
１
９
号
（
第
２
１
条
関
係
）

個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書

個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書

個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書

個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書

福
岡
県
公
安
委
員
会

殿
年

月
日

郵
便
番
号

（
請
求
者
）
住

所
フ
リ
ガ
ナ

氏
名

電
話
番
号
（

）
―

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
３
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
請
求
し
ま
す
。

利
用
停
止
請
求
に
係
る
個

人
情
報
の
内
容

開
示
を
受
け
た
年
月
日

年
月

日

適
法
で
な
い

□
第
３
条
の
規
定
に
違
反
し
て

□
第
５
条
の
規
定
に
違
反
し
て

と
思
料
す
る

収
集
さ
れ
た
。

提
供
さ
れ
て
い
る
。

個
人
情
報
の

□
第
５
条
の
規
定
に
違
反
し
て

□
第
６
条
の
規
定
に
違
反
し
て

利
用
停
止

取
扱
い

利
用
さ
れ
て
い
る
。

提
供
さ
れ
て
い
る
。

請
求
の
趣

旨
及
び
理

求
め
る
措
置

□
利
用
の
停
止

□
消
去

□
提
供
の
停
止

由

理
由

状
況

□
未
成
年
者
（

年
月

日
生
）
□
成
年
被
後
見
人

法
定
代
理
人
が
利
用
停

止
請
求
す
る
場
合
に
お

氏
名

け
る
本
人
の
状
況
等

住
所

備
考

注
１

□
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
□
に
レ
印
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

２
請
求
の
際
は
、
本
人
で
あ
る
こ
と
（
又
は
法
定
代
理
人
自
身
で
あ
る
こ
と
）
を
確
認
す
る
た
め

に
必
要
な
書
類
（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康
保
険
証
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
等
）
の
提
出
又

は
提
示
が
必
要
で
す
。

３
法
定
代
理
人
に
よ
る
請
求
の
場
合
は
、
２
の
書
類
の
ほ
か
戸
籍
抄
本
等
本
人
と
の
関
係
を
証
明

す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
の
提
出
又
は
提
示
が
必
要
で
す
。

４
開
示
の
決
定
を
受
け
た
こ
と
の
確
認
に
必
要
な
場
合
は
、
個
人
情
報
（
部
分
）
開
示
決
定
通
知

書
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

５
条
例
第
３
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
利
用
停
止
請
求
は
、
開
示
を
受
け
た
日
か
ら
９
０
日

を
経
過
す
る
と
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

６
本
件
請
求
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
、
先
の
開
示
請
求
書
記
載
の
書
類
の
送
付
先
に
送
付
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
上
記
備
考
欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
事
務
担
当
課
等
記
入
欄

事
務
担
当
課
等

（
所
属
・
係
）

(
)運
転
免
許
証

(
)旅
券

(
)健
康
保
険
の
被
保
険
者
証

請
求
者
本
人
確
認
欄

1
2

3
(
)住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

(
)そ
の
他
（

）
4

5

法
定
代
理
人
資
格
確
認
欄

(
)戸
籍
抄
本

(
)そ
の
他
（

）
1

2

受
理
年
月
日

受
理
窓
口

受
理
番
号

受
理
年
月
日
等

年
月

日

備
考

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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様
式
第
２
０
号
（
第
２
３
条
関
係
）

個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書

個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書

個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書

個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書

福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

年
月

日
付
け
で
利
用
停
止
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人

情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
３
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
利
用
停
止
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

利
用
停
止
請
求
に
係
る
個
人
情

報
の
内
容

利
用
停
止
の
内
容

利
用
停
止
年
月
日

年
月

日

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
０
日
以
内
に
、
福
岡
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
福
岡
県
を
被
告
と
し
て
（
代
表

者
は
福
岡
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す
。
）
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。 な
お
、
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
異
議
申
立
て
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
異
議
申
立
て
に
対

す
る
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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様
式
第
２
１
号
（
第
２
３
条
関
係
）

個
人
情
報
利
用
不
停
止
決
定
通
知
書

個
人
情
報
利
用
不
停
止
決
定
通
知
書

個
人
情
報
利
用
不
停
止
決
定
通
知
書

個
人
情
報
利
用
不
停
止
決
定
通
知
書

福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

年
月

日
付
け
で
利
用
停
止
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人

情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
３
７
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
利
用
停
止
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

利
用
停
止
請
求
に
係
る
個
人
情

報
の
内
容

利
用
停
止
を
し
な
い
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
０
日
以
内
に
、
福
岡
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
福
岡
県
を
被
告
と
し
て
（
代
表

者
は
福
岡
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す
。
）
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。 な
お
、
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
異
議
申
立
て
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
異
議
申
立
て
に
対

す
る
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

（
Ａ
４
）

�

�

�

�
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様
式
第
２
２
号
（
第
２
４
条
関
係
）

利
用
停
止
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

利
用
停
止
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

利
用
停
止
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

利
用
停
止
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

年
月

日
付
け
で
利
用
停
止
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人

情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
３
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
利
用
停
止
決
定
等
の
期
間
を
延
長
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

利
用
停
止
請
求
に
係
る
個
人
情

報
の
内
容

年
月

日
か
ら

延
長
前
の
決
定
期
間

年
月

日
ま
で

延
長
後
の
決
定
期
間

年
月

日
ま
で

延
長
の
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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様
式
第
２
３
号
（
第
２
５
条
関
係
）

利
用
停
止
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

利
用
停
止
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

利
用
停
止
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

利
用
停
止
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

年
月

日
付
け
で
利
用
停
止
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人

情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
３
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
利
用

停
止
決
定
等
の
期
間
を
延
長
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

利
用
停
止
請
求
に
係
る
個
人
情

報
の
内
容

年
月

日
か
ら

延
長
前
の
決
定
期
間

年
月

日
ま
で

利
用
停
止
決
定
等
を
す
る
期
限

年
月

日

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第

３
９
条
を
適
用
す
る
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

（
）

Ａ
４

�

�

�
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�
�
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様
式
第
２
４
号
（
第
２
６
条
関
係
） 審
議
会
諮
問
通
知
書

審
議
会
諮
問
通
知
書

審
議
会
諮
問
通
知
書

審
議
会
諮
問
通
知
書
福
岡
県
公
安
委
員
会
発
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
公
安
委
員
会

□

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第

条
の
規
定
に
基
づ
く

決
定
等
に
対
す
る
次
の
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
同
条
例
第
４
０
条
の
規
定
に
よ
り
福
岡

県
個
人
情
報
保
護
審
議
会
に
諮
問
し
ま
し
た
の
で
、
同
条
例
第
４
１
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

不
服
申
立
て
に
係
る
個
人
情
報

の
内
容

不
服
申
立
て
に
係
る

決
定

等
の
内
容

（
１
）
不
服
申
立
年
月
日

（
２
）
不
服
申
立
て
の
趣
旨

不
服
申
立
て
の
内
容

諮
問
を
し
た
日

年
月

日

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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様式第１号（第２条関係）

個人情報取扱事務登録簿

所 管 所 属 主 管 所 属

個人情報取扱事務の名称 個 人 情 報 の 項 目 名 事務開始年月日

基本的事項 心身の状況 思想･信条等 家庭生活 社会生活 資産･収入 その他の事項 備 考番号 個人情報取扱事務の目的 処理形態 個人情報の 個人情報の目的外

主な収集先 利用・提供の有無個人情報の対象者の類型

□識別番号 □健康･病歴 □思想･信条及び宗教 □親族関係 □職業･職歴 □資産状況 □趣味 □手作業処理 □本人 □無 年 月 日

□氏名 □障害 □人種及び民族 □婚姻歴 □学業･学歴 □収入状況 □ □電子計算機処理 □本人以外 □有

□性別 □身体状況 □犯罪歴 □家族状況 □資格 □納税状況 □ (条例第 条第 項 (条例第 条第 項

□ □ □ □居住状況 □賞罰 □公的扶助 □ ※電子計算組織の 第 号該当) 第 号該当)生年月日･年齢 社会的差別の原因となる社会的身分

□住所 □ ※収集する理由 □ □成績･評価 □取引状況 □ 結合による提供 □他の実施機関 □実施機関内

□電話番号 □ (根拠法令等) □ □地位 □ □ □有 □他の官公庁 □他の実施機関

□本籍･国籍 □ □ □ □ □ □無 □民間･私人 □他の官公庁

□ □民間･私人

□実施機関内での利用 □

□識別番号 □健康･病歴 □思想･信条及び宗教 □親族関係 □職業･職歴 □資産状況 □趣味 □手作業処理 □本人 □無 年 月 日

□氏名 □障害 □人種及び民族 □婚姻歴 □学業･学歴 □収入状況 □ □電子計算機処理 □本人以外 □有

□性別 □身体状況 □犯罪歴 □家族状況 □資格 □納税状況 □ (条例第 条第 項 (条例第 条第 項

□ □ □ □居住状況 □賞罰 □公的扶助 □ ※電子計算組織の 第 号該当) 第 号該当)生年月日･年齢 社会的差別の原因となる社会的身分

□住所 □ ※収集する理由 □ □成績･評価 □取引状況 □ 結合による提供 □他の実施機関 □実施機関内

□電話番号 □ (根拠法令等) □ □地位 □ □ □有 □他の官公庁 □他の実施機関

□本籍･国籍 □ □ □ □ □ □無 □民間･私人 □他の官公庁

□ □民間･私人

□実施機関内での利用 □

□識別番号 □健康･病歴 □思想･信条及び宗教 □親族関係 □職業･職歴 □資産状況 □趣味 □手作業処理 □本人 □無 年 月 日

□氏名 □障害 □人種及び民族 □婚姻歴 □学業･学歴 □収入状況 □ □電子計算機処理 □本人以外 □有

□性別 □身体状況 □犯罪歴 □家族状況 □資格 □納税状況 □ (条例第 条第 項 (条例第 条第 項

□ □ □ □居住状況 □賞罰 □公的扶助 □ ※電子計算組織の 第 号該当) 第 号該当)生年月日･年齢 社会的差別の原因となる社会的身分

□住所 □ ※収集する理由 □ □成績･評価 □取引状況 □ 結合による提供 □他の実施機関 □実施機関内

□電話番号 □ (根拠法令等) □ □地位 □ □ □有 □他の官公庁 □他の実施機関

□本籍･国籍 □ □ □ □ □ □無 □民間･私人 □他の官公庁

□ □民間･私人

□実施機関内での利用 □

□識別番号 □健康･病歴 □思想･信条及び宗教 □親族関係 □職業･職歴 □資産状況 □趣味 □手作業処理 □本人 □無 年 月 日

□氏名 □障害 □人種及び民族 □婚姻歴 □学業･学歴 □収入状況 □ □電子計算機処理 □本人以外 □有

□性別 □身体状況 □犯罪歴 □家族状況 □資格 □納税状況 □ (条例第 条第 項 (条例第 条第 項

□ □ □ □居住状況 □賞罰 □公的扶助 □ ※電子計算組織の 第 号該当) 第 号該当)生年月日･年齢 社会的差別の原因となる社会的身分

□住所 □ ※収集する理由 □ □成績･評価 □取引状況 □ 結合による提供 □他の実施機関 □実施機関内

□電話番号 □ (根拠法令等) □ □地位 □ □ □有 □他の官公庁 □他の実施機関

□本籍･国籍 □ □ □ □ □ □無 □民間･私人 □他の官公庁

□ □民間･私人

□実施機関内での利用 □
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様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

（
表
）

個
人
情
報
開
示
請
求
書

個
人
情
報
開
示
請
求
書

個
人
情
報
開
示
請
求
書

個
人
情
報
開
示
請
求
書

福
岡
県
警
察
本
部
長

殿
年

月
日

郵
便
番
号

（
請
求
者
）
住

所
フ
リ
ガ
ナ

氏
名

電
話
番
号
（

）
―

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
個
人
情
報
の
開
示
を
請
求
し
ま
す
。

請
求
す
る
個
人
情
報
の
内
容

請
求
す
る
個
人
情
報
の
内
容

が
特
定
で
き
る
よ
う
、
開
示
請

求
に
係
る
個
人
情
報
が
記
録
さ

れ
て
い
る
公
文
書
の
名
称
、
内

容
等
を
で
き
る
だ
け
具
体
的

に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

□
閲
覧

□
視
聴
取

□
写
し
の
交
付
（
□
郵
送
希
望

）
求
め
る
開
示
の
方
法

状
況

□
未
成
年
者
（

年
月

日
生
）
□
成
年
被
後
見
人

法
定
代
理
人
が
開
示
請
求
す

氏
名

る
場
合
に
お
け
る
本
人
の
状

況
等

住
所

注
１

□
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
□
に
レ
印
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

２
請
求
の
際
は
、
本
人
で
あ
る
こ
と
（
又
は
法
定
代
理
人
自
身
で
あ
る
こ
と
）
を
確
認
す
る
た
め

に
必
要
な
書
類
（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康
保
険
証
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
等
）
の
提
出
又

は
提
示
が
必
要
で
す
。

３
法
定
代
理
人
に
よ
る
請
求
の
場
合
は
、
２
の
書
類
の
ほ
か
戸
籍
抄
本
等
本
人
と
の
関
係
を
証
明

す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
の
提
出
又
は
提
示
が
必
要
で
す
。

※
事
務
担
当
課
等
記
入
欄

事
務
担
当
課
等

（
所
属
・
係
）

(
)運
転
免
許
証

(
)旅
券

(
)健
康
保
険
の
被
保
険
者
証

請
求
者
本
人
確
認
欄

1
2

3
(
)住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

(
)そ
の
他
（

）
4

5

法
定
代
理
人
資
格
確
認
欄

(
)戸
籍
抄
本

(
)そ
の
他
（

）
1

2

受
理
年
月
日

受
理
窓
口

受
理
番
号

受
理
年
月
日
等

年
月

日

（
）
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（
裏
）

書
類
の
送
付
先
（
請
求
者
欄
の
住
所
と
異
な
る
場
合
の
み
記
載
）

郵
便
番
号

送
付
先

電
話
番
号
（

）
―

書
類
の
送
付
先
が
、
請
求
者
欄
の
住
所
又
は
本
人
確
認
の
た
め
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
住
所
と
異
な

る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
記
入
し
、
当
該
理
由
を
証
明
す
る
書
類
（
例
え
ば
入
院
先
の
病
院
長
の
証
明

等
）
を
提
出
又
は
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

（
理
由
）

郵
送
に
よ
り
開
示
請
求
を
す
る
場
合

１
本
人
で
あ
る
こ
と
（
又
は
法
定
代
理
人
自
身
で
あ
る
こ
と
）
を
確
認
す
る
た
め
に
次
に
掲
げ
る
書
類

の
い
ず
れ
か
を
添
付
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
（
該
当
部
分
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
他
法
令
の

。

規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
類
に
○
を
さ
れ
た
場
合
は
、
括
弧
の
中
に
具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ

い
）。

法
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
類
の
写
し

・
運
転
免
許
証

・
旅
券

・
健
康
保
険
証

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

・
そ
の
他
法
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
類
（

）

の
書
類
が
提
出
で
き
な
い
場
合
の
書
類
（
例
え
ば
会
社
、
学
校
等
が
発
行
す
る
身
分
証
明
書
の

写
し
等
、
括
弧
の
中
に
具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
）。

（
）

２
法
定
代
理
人
に
よ
る
請
求
の
場
合
は
、
１
の
書
類
の
ほ
か
戸
籍
抄
本
等
本
人
と
の
関
係
を
証
明
す
る

た
め
に
必
要
な
書
類
の
提
出
が
必
要
で
す
。

３
郵
送
料
金
及
び
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
は
、
請
求
者
負
担
と
な
り
ま
す
。
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様
式
第
３
号
（
第
５
条
関
係
） 個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書

個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書

個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書

個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日
様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

年
月

日
付
け
で
開
示
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人
情
報

保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
１
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
個

人
情
報
の
全
部
を
開
示
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

午
前

個
人
情
報
の
開
示
を
実
施
す
る

日
時

年
月

日
時

分
日
時
及
び
場
所

午
後

場
所

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

注
１

個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
る
際
に
は
、
①
こ
の
通
知
書
と
②
開
示
請
求
を
し
た
本
人
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
を
係
員
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

２
指
定
さ
れ
た
日
時
に
来
ら
れ
な
い
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
電
話
等
に
よ
り
事
務
担
当

課
等
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

３
条
例
第
２
２
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
９
０
日
を
経
過
す
る
と

開
示
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
（
正
当
な
理
由
が
あ
る
場

合
を
除
き
ま
す

。
。）

（
）
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様
式
第
４
号
（
第
５
条
関
係
）

個
人
情
報
部
分
開
示
決
定
通
知
書

個
人
情
報
部
分
開
示
決
定
通
知
書

個
人
情
報
部
分
開
示
決
定
通
知
書

個
人
情
報
部
分
開
示
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日
様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

年
月

日
付
け
で
開
示
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人
情
報

保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
１
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
個

人
情
報
の
一
部
を
開
示
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

午
前

個
人
情
報
の
開
示
を
実
施
す
る

日
時

年
月

日
時

分
日
時
及
び
場
所

午
後

場
所

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
１
４
条
第
１
項
第

号
に
該
当

該
当
号

説
明

開
示
し
な
い
部
分
及
び
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
０
日
以
内
に
、
福
岡
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
決

定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
福
岡
県
を
被
告
と
し
て
（
代
表
者

は
福
岡
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す
）
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

。
な
お
、
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
審
査
請
求
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る

裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

注
１

個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
る
際
に
は
、
①
こ
の
通
知
書
と
②
開
示
請
求
を
し
た
本
人
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
を
係
員
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

２
指
定
さ
れ
た
日
時
に
来
ら
れ
な
い
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
電
話
等
に
よ
り
事
務
担
当

課
等
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

３
条
例
第
２
２
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
９
０
日
を
経
過
す
る
と

開
示
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
（
正
当
な
理
由
が
あ
る
場

合
を
除
き
ま
す

。
。）

（
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様
式
第
５
号
（
第
５
条
関
係
）

個
人
情
報
不
開
示
決
定
通
知
書

個
人
情
報
不
開
示
決
定
通
知
書

個
人
情
報
不
開
示
決
定
通
知
書

個
人
情
報
不
開
示
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日
様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

年
月

日
付
け
で
開
示
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人
情
報

保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
１
７
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
個

人
情
報
の
全
部
を
開
示
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
１
４
条
第
１
項
第

号
に
該
当

該
当
号

説
明

開
示
し
な
い
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
０
日
以
内
に
、
福
岡
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
決

定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
福
岡
県
を
被
告
と
し
て
（
代
表
者

は
福
岡
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す
）
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

。
な
お
、
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
審
査
請
求
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る

裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
）
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４
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様
式
第
６
号
（
第
６
条
関
係
）

開
示
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

開
示
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

開
示
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

開
示
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

第
号

年
月

日
様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

年
月

日
付
け
で
開
示
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人
情
報

保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
１
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
開

示
決
定
等
の
期
間
を
延
長
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

年
月

日
か
ら

延
長
前
の
決
定
期
間

年
月

日
ま
で

延
長
後
の
決
定
期
間

年
月

日
ま
で

延
長
の
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

（
）
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様
式
第
７
号
（
第
７
条
関
係
）

開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

第
号

年
月

日
様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

年
月

日
付
け
で
開
示
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人
情
報

保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
１
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
開
示
決
定

等
の
期
間
を
延
長
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

年
月

日
か
ら

延
長
前
の
決
定
期
間

年
月

日
ま
で

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

う
ち
の
相
当
の
部
分
に
つ
い
て

年
月

日
ま
で

開
示
決
定
等
を
す
る
期
間

年
月

日
残
り
の
個
人
情
報
に
つ
い
て
開

示
決
定
等
を
す
る
期
限

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第

１
９
条
を
適
用
す
る
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

（
）
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４
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様
式
第
８
号
（
第
８
条
関
係
） 開
示
請
求
事
案
移
送
通
知
書

開
示
請
求
事
案
移
送
通
知
書

開
示
請
求
事
案
移
送
通
知
書

開
示
請
求
事
案
移
送
通
知
書

第
号

年
月

日
様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

年
月

日
付
け
で
あ
っ
た
開
示
請
求
に
つ
い
て
、
福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平

成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
案
を
移
送
し
た

の
で
通
知
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

（
所
属
・
係
）

移
送
を
し
た
実
施
機
関
の
事
務

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）
担
当
課
等

実
施
機
関

移
送
を
受
け
た
実
施
機
関
及
び

事
務
担
当
課
等

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

移
送
し
た
日

年
月

日

移
送
し
た
理
由

備
考

注
本
件
開
示
請
求
に
係
る
開
示
決
定
等
そ
の
他
移
送
日
以
後
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
移
送
を
受
け
た
実

施
機
関
が
行
い
ま
す
。

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�
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�
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�
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�
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様
式
第
９
号
（
第
９
条
関
係
）

意
見

照
会

書
意

見
照

会
書

意
見

照
会

書
意

見
照

会
書

第
号

年
月

日
様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
、
あ

な
た
（
貴
団
体
）
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
開
示
請
求
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
当

該
個
人
情
報
に
つ
い
て
開
示
決
定
等
を
行
う
際
の
参
考
と
す
る
た
め
、
同
条
例
第
２
１
条
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
御
意
見
を
伺
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

つ
き
ま
し
て
は
、
当
該
個
人
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
に
つ
き
御
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
別
紙
「
開
示
決

定
等
に
係
る
意
見
書
」
を
御
提
出
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
に

含
ま
れ
て
い
る
あ
な
た
（
貴
団

体
）
に
関
す
る
情
報
の
内
容

開
示
請
求
の
年
月
日

年
月

日

所
在
地
（
〒

）

意
見
書
の
提
出
先

名
称
（
所
属
・
係
）

（
事
務
担
当
課
等
）

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

意
見
書
の
提
出
期
限

年
月

日

備
考

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

	


�

�
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別
紙

開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

年
月

日
福
岡
県
警
察
本
部
長

殿

住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

（
〒

）

氏
名
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号
（

）
―

連
絡
先
又
は
連
絡
担
当
者

年
月

日
付
け

第
号
で
照
会
の
あ
っ
た
件
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
意
見
を
提
出
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
に

含
ま
れ
て
い
る
あ
な
た
（
貴
団

体
）
に
関
す
る
情
報
の
内
容

上
記
の
あ
な
た
（
貴
団
体
）
に

関
す
る
情
報
の
開
示
に
反
対
す

る
意
思
の
有
無

１
有

２
無

該
当
す
る
番
号
を
○
で

囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
（
貴
団
体
）
に
関
す
る

情
報
の
開
示
に
よ
る
支
障
（
不

利
益
）
の
具
体
的
内
容

上
記
で
１
を
選
択
し
た

場
合
に
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�
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�
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様
式
第
１
０
号
（
第
９
条
関
係
） 意

見
照

会
書

意
見

照
会

書
意

見
照

会
書

意
見

照
会

書
第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
、
あ

な
た
（
貴
団
体
）
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
開
示
請
求
が
あ
り
、
開
示
決
定

を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
同
条
例
第
２
１
条
第
２
項
に
基
づ
き
、
御
意
見
を
伺
い
ま
す
の
で
、
当
該
個
人
情
報

を
開
示
す
る
こ
と
に
つ
い
て
御
意
見
が
あ
る
場
合
は
、
別
紙
「
開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書
」
を
御
提
出

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
に

含
ま
れ
て
い
る
あ
な
た
（
貴
団

体
）
に
関
す
る
情
報
の
内
容

開
示
請
求
の
年
月
日

年
月

日

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第

１
６
条
の
規
定
に
よ
り
開
示
し

よ
う
と
す
る
理
由

所
在
地
（
〒

）
意
見
書
の
提
出
先

（
事
務
担
当
課
等
）

名
称
（
所
属
・
係
）

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

意
見
書
の
提
出
期
限

年
月

日

備
考

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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�
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別
紙

開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

年
月

日
福
岡
県
警
察
本
部
長

殿

住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

（
〒

）

氏
名
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号
（

）
―

連
絡
先
又
は
連
絡
担
当
者

年
月

日
付
け

第
号
で
照
会
の
あ
っ
た
件
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
意
見
を
提
出
し
ま
す
。

開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
に

含
ま
れ
て
い
る
あ
な
た
（
貴
団

体
）
に
関
す
る
情
報
の
内
容

上
記
の
あ
な
た
（
貴
団
体
）
に

関
す
る
情
報
の
開
示
に
反
対
す

る
意
思
の
有
無

１
有

２
無

該
当
す
る
番
号
を
○
で

囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
（
貴
団
体
）
に
関
す
る

情
報
の
開
示
に
よ
る
支
障
（
不

利
益
）
の
具
体
的
内
容

上
記
で
１
を
選
択
し
た

場
合
に
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�
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様
式
第
１
１
号
（
第
９
条
関
係
） 開
示
決
定
に
係
る
通
知
書

開
示
決
定
に
係
る
通
知
書

開
示
決
定
に
係
る
通
知
書

開
示
決
定
に
係
る
通
知
書

第
号

年
月

日
様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

年
月

日
付
け
で
あ
な
た
（
貴
団
体
）
か
ら
「
開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書
」
の
提

出
が
あ
り
ま
し
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
開
示
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
の
で
、
福
岡

県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
２
１
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

し
ま
す
。

開
示
決
定
し
た
個
人
情
報
に

含
ま
れ
て
い
る
あ
な
た

貴
（

団
体

に
関
す
る
情
報
の
内

）
容 開
示
決
定
を
し
た
理
由

開
示
を
実
施
す
る
日

年
月

日

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
０
日
以
内
に
、
福
岡
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�
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様
式
第
１
２
号
（
第
１
４
条
関
係
） 個
人
情
報
訂
正
請
求
書

個
人
情
報
訂
正
請
求
書

個
人
情
報
訂
正
請
求
書

個
人
情
報
訂
正
請
求
書

福
岡
県
警
察
本
部
長

殿
年

月
日

郵
便
番
号

（
請
求
者
）
住

所
フ
リ
ガ
ナ

氏
名

電
話
番
号
（

）
―

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
２
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
個
人
情
報
の
訂
正
を
請
求
し
ま
す
。

訂
正
請
求
に
係
る
個
人
情

報
の
内
容

開
示
を
受
け
た
年
月
日

年
月

日

訂
正
請
求
の
趣
旨
及
び
理

由

状
況

□
未
成
年
者
（

年
月

日
生
）
□
成
年
被
後
見
人

法
定
代
理
人
が
訂
正
請
求

す
る
場
合
に
お
け
る
本
人

氏
名

の
状
況
等

住
所

備
考

注
１

□
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
□
に
レ
印
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

２
訂
正
を
求
め
る
内
容
が
事
実
に
合
致
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
を
提
出
し
、
又
は
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

３
請
求
の
際
は
、
本
人
で
あ
る
こ
と
（
又
は
法
定
代
理
人
自
身
で
あ
る
こ
と
）
を
確
認
す
る
た
め

に
必
要
な
書
類
（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康
保
険
証
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
等
）
の
提
出
又

は
提
示
が
必
要
で
す
。

４
法
定
代
理
人
に
よ
る
請
求
の
場
合
は
、
２
の
書
類
の
ほ
か
戸
籍
抄
本
等
本
人
と
の
関
係
を
証
明

す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
の
提
出
又
は
提
示
が
必
要
で
す
。

５
開
示
の
決
定
を
受
け
た
こ
と
の
確
認
に
必
要
な
場
合
は
、
個
人
情
報
（
部
分
）
開
示
決
定
通
知

書
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

６
条
例
第
２
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
訂
正
請
求
は
、
開
示
を
受
け
た
日
か
ら
９
０
日
を
経

過
す
る
と
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

７
本
件
請
求
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
、
先
の
開
示
請
求
書
記
載
の
書
類
の
送
付
先
に
送
付
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
上
記
備
考
欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
事
務
担
当
課
等
記
入
欄

事
務
担
当
課
等

（
所
属
・
係
）

請
求
者
本
人
確
認
欄

(
)運
転
免
許
証

(
)旅
券

(
)健
康
保
険
の
被
保
険
者
証

1
2

3
(
)住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

(
)そ
の
他
（

）
4

5

法
定
代
理
人
資
格
確
認
欄

(
)戸
籍
抄
本

(
)そ
の
他
（

）
1

2

受
理
年
月
日

受
理
窓
口

受
理
番
号

受
理
年
月
日
等

年
月

日

備
考

（
）

Ａ
４
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様
式
第
１
３
号
（
第
１
６
条
関
係
）

個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書

個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書

個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書

個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日
様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

年
月

日
付
け
で
訂
正
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人
情
報

保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
２
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訂

正
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

訂
正
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

訂
正
の
内
容

訂
正
年
月
日

年
月

日

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
０
日
以
内
に
、
福
岡
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
決

定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
福
岡
県
を
被
告
と
し
て
（
代
表
者

は
福
岡
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す
）
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

。
な
お
、
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
審
査
請
求
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る

裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
）

Ａ
４
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様
式
第
１
４
号
（
第
１
６
条
関
係
）

個
人
情
報
不
訂
正
決
定
通
知
書

個
人
情
報
不
訂
正
決
定
通
知
書

個
人
情
報
不
訂
正
決
定
通
知
書

個
人
情
報
不
訂
正
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日
様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

年
月

日
付
け
で
訂
正
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人
情
報

保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
２
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訂

正
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

訂
正
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

訂
正
を
し
な
い
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
０
日
以
内
に
、
福
岡
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
決

定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
福
岡
県
を
被
告
と
し
て
（
代
表
者

は
福
岡
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す
）
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

。
な
お
、
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
審
査
請
求
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る

裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�
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�
�

�
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様
式
第
１
５
号
（
第
１
７
条
関
係
）

訂
正
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

訂
正
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

訂
正
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

訂
正
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

第
号

年
月

日
様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

年
月

日
付
け
で
訂
正
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人
情
報

保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訂

正
決
定
等
の
期
間
を
延
長
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

訂
正
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

年
月

日
か
ら

延
長
前
の
決
定
期
間

年
月

日
ま
で

延
長
後
の
決
定
期
間

年
月

日
ま
で

延
長
の
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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様
式
第
１
６
号
（
第
１
８
条
関
係
）

訂
正
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

訂
正
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

訂
正
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

訂
正
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

第
号

年
月

日
様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

年
月

日
付
け
で
訂
正
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人
情
報

保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
３
１
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訂
正
決
定

等
の
期
間
を
延
長
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

訂
正
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

年
月

日
か
ら

延
長
前
の
決
定
期
間

年
月

日
ま
で

訂
正
決
定
等
を
す
る
期
限

年
月

日

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第

３
１
条
を
適
用
す
る
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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様
式
第
１
７
号
（
第
１
９
条
関
係
）

訂
正
請
求
事
案
移
送
通
知
書

訂
正
請
求
事
案
移
送
通
知
書

訂
正
請
求
事
案
移
送
通
知
書

訂
正
請
求
事
案
移
送
通
知
書

第
号

年
月

日
様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

年
月

日
付
け
で
あ
っ
た
訂
正
請
求
に
つ
い
て
、
福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平

成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
３
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
案
を
移
送
し
た

の
で
通
知
し
ま
す
。

訂
正
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の

内
容

（
所
属
・
係
）

移
送
を
し
た
実
施
機
関
の
事
務

担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

実
施
機
関

移
送
を
受
け
た
実
施
機
関
及
び

事
務
担
当
課
等

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

移
送
し
た
日

年
月

日

移
送
し
た
理
由

備
考

注
本
件
訂
正
請
求
に
係
る
訂
正
決
定
等
そ
の
他
移
送
日
以
後
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
移
送
を
受
け
た
実

施
機
関
が
行
い
ま
す
。

（
）

Ａ
４
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様
式
第
１
８
号
（
第
２
０
条
関
係
）

個
人
情
報
訂
正
実
施
通
知
書

個
人
情
報
訂
正
実
施
通
知
書

個
人
情
報
訂
正
実
施
通
知
書

個
人
情
報
訂
正
実
施
通
知
書

第
号

年
月

日
様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

提
供
し
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）

第
３
３
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訂
正
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

提
供
し
た
個
人
情
報
の
内
容

訂
正
の
内
容

訂
正
年
月
日

年
月

日

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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様
式
第
１
９
号
（
第
２
１
条
関
係
）

個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書

個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書

個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書

個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書

福
岡
県
警
察
本
部
長

殿
年

月
日

郵
便
番
号

（
請
求
者
）
住

所
フ
リ
ガ
ナ

氏
名

電
話
番
号
（

）
―

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
３
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
請
求
し
ま
す
。

利
用
停
止
請
求
に
係
る
個

人
情
報
の
内
容

開
示
を
受
け
た
年
月
日

年
月

日

適
法
で
な
い

□
第
３
条
の
規
定
に
違
反
し
て

□
第
５
条
の
規
定
に
違
反
し
て

と
思
料
す
る

収
集
さ
れ
た
。

提
供
さ
れ
て
い
る
。

個
人
情
報
の

□
第
５
条
の
規
定
に
違
反
し
て

□
第
６
条
の
規
定
に
違
反
し
て

利
用
停
止

取
扱
い

利
用
さ
れ
て
い
る
。

提
供
さ
れ
て
い
る
。

請
求
の
趣

旨
及
び
理

求
め
る
措
置

□
利
用
の
停
止

□
消
去

□
提
供
の
停
止

由

理
由

状
況

□
未
成
年
者
（

年
月

日
生
）
□
成
年
被
後
見
人

法
定
代
理
人
が
利
用
停

止
請
求
す
る
場
合
に
お

氏
名

け
る
本
人
の
状
況
等

住
所

備
考

注
１

□
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
□
に
レ
印
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

２
請
求
の
際
は
、
本
人
で
あ
る
こ
と
（
又
は
法
定
代
理
人
自
身
で
あ
る
こ
と
）
を
確
認
す
る
た
め

に
必
要
な
書
類
（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康
保
険
証
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
等
）
の
提
出
又

は
提
示
が
必
要
で
す
。

３
法
定
代
理
人
に
よ
る
請
求
の
場
合
は
、
２
の
書
類
の
ほ
か
戸
籍
抄
本
等
本
人
と
の
関
係
を
証
明

す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
の
提
出
又
は
提
示
が
必
要
で
す
。

４
開
示
の
決
定
を
受
け
た
こ
と
の
確
認
に
必
要
な
場
合
は
、
個
人
情
報
（
部
分
）
開
示
決
定
通
知

書
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

５
条
例
第
３
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
利
用
停
止
請
求
は
、
開
示
を
受
け
た
日
か
ら
９
０
日

を
経
過
す
る
と
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

６
本
件
請
求
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
、
先
の
開
示
請
求
書
記
載
の
書
類
の
送
付
先
に
送
付
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
上
記
備
考
欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
事
務
担
当
課
等
記
入
欄

事
務
担
当
課
等

（
所
属
・
係
）

請
求
者
本
人
確
認
欄

(
)運
転
免
許
証

(
)旅
券

(
)健
康
保
険
の
被
保
険
者
証

1
2

3
(
)住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

(
)そ
の
他
（

）
4

5

法
定
代
理
人
資
格
確
認
欄

(
)戸
籍
抄
本

(
)そ
の
他
（

）
1

2

受
理
年
月
日

受
理
窓
口

受
理
番
号

受
理
年
月
日
等

年
月

日

備
考

（
）

Ａ
４
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様
式
第
２
０
号
（
第
２
３
条
関
係
）

個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書

個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書

個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書

個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日
様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

年
月

日
付
け
で
利
用
停
止
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人

情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
３
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
利
用
停
止
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

利
用
停
止
請
求
に
係
る
個
人
情

報
の
内
容

利
用
停
止
の
内
容

利
用
停
止
年
月
日

年
月

日

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
０
日
以
内
に
、
福
岡
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
決

定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
福
岡
県
を
被
告
と
し
て
（
代
表
者

は
福
岡
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す
）
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

。
な
お
、
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
審
査
請
求
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る

裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
）

Ａ
４
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様
式
第
２
１
号
（
第
２
３
条
関
係
）

個
人
情
報
利
用
不
停
止
決
定
通
知
書

個
人
情
報
利
用
不
停
止
決
定
通
知
書

個
人
情
報
利
用
不
停
止
決
定
通
知
書

個
人
情
報
利
用
不
停
止
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日
様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

年
月

日
付
け
で
利
用
停
止
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人

情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
３
７
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
利
用
停
止
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

利
用
停
止
請
求
に
係
る
個
人
情

報
の
内
容

利
用
停
止
を
し
な
い
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
０
日
以
内
に
、
福
岡
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
決

定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
福
岡
県
を
被
告
と
し
て
（
代
表
者

は
福
岡
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す
）
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

。
な
お
、
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
審
査
請
求
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る

裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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様
式
第
２
２
号
（
第
２
４
条
関
係
）

利
用
停
止
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

利
用
停
止
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

利
用
停
止
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

利
用
停
止
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

第
号

年
月

日
様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

年
月

日
付
け
で
利
用
停
止
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人

情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
３
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
利
用
停
止
決
定
等
の
期
間
を
延
長
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

利
用
停
止
請
求
に
係
る
個
人
情

報
の
内
容

年
月

日
か
ら

延
長
前
の
決
定
期
間

年
月

日
ま
で

延
長
後
の
決
定
期
間

年
月

日
ま
で

延
長
の
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�
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�

�
�
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�

�
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様
式
第
２
３
号
（
第
２
５
条
関
係
）

利
用
停
止
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

利
用
停
止
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

利
用
停
止
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

利
用
停
止
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書 第

号
年

月
日

様

印
福
岡
県
警
察
本
部
長

□

年
月

日
付
け
で
利
用
停
止
請
求
の
あ
っ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
個
人

情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
福
岡
県
条
例
第
５
７
号
）
第
３
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
利
用

停
止
決
定
等
の
期
間
を
延
長
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

利
用
停
止
請
求
に
係
る
個
人
情

報
の
内
容

年
月

日
か
ら

延
長
前
の
決
定
期
間

年
月

日
ま
で

利
用
停
止
決
定
等
を
す
る
期
限

年
月

日

福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第

３
９
条
を
適
用
す
る
理
由

（
所
属
・
係
）

事
務
担
当
課
等

電
話
番
号
（

）
―

内
線
（

）

備
考

（
）

Ａ
４

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
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